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※同時期にきょうだいが在園している場合に限るため、卒園した児童の在園時期の口座情報を引き継ぐことはできません。

※口座振替開始月については、「口座振替開始通知」の送付にて、こども支援課からお知らせします。

※保育料を口座振替にて支払いしている場合でも、本申告書にて保育料の口座を引用することはできません。

　鎌倉市内公立保育所に在園する児童または入所予定の児童の給食費における口座振替払いについて、当該児童の
きょうだいが公立保育所の３～５歳児クラスに在園し、すでに口座振替にて、保育給食費の支払いを行っていること
から、以下のとおり、今回申告児童についても、同一口座から振替で納付することを希望します。

公立保育所給食費における口座振替に関する申告書

下記、太枠内の必要事項をご記入ください

（〒　　　　　-　　　　　　　　）
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